
島丼護主会
だら 相談

後援 広島県・広島市

第 1回  11月 12日 (木) 午後 6時～午後 7時 30分
「成年年齢引下げ～18才で何が変わるの?～」

講師 鳥谷部 茂 弁護士

第 2回  11月 19日 (木) 午後 6時～午後7時 30分
「交通事故あれこれ」

講師 松下 博紀 弁護士

第 3回 _11月 26日 (木)  午後6時～午後 7時 30分
「有罪率99.9%の 壁～元アナウンサー最高裁逆転判決を素材に～」
講師 久保 豊年 弁護士

第4回  12月  3日 (木)  午後6時～午後 7時 30分
「生前・死後の財産管理と事業承継のための民事信託の活用」

講師 見越 正秋 弁護士

第 5回  12月 10日 (木) 午後 6時～午後 7時 30分
「依存症と法～飲酒運転・薬物使用はなぜ繰り返されるか～」

講師 中村 越史 弁護士

しんさい 頼 0ん さい

律民

訛

●参加費:無〔オ鉾

●場 所:広島弁護士会館
住所 :広島市中区 L人丁堀 2-73
'道話 :082-228 0230

※お越 しの際は,必ず公共の交通機F‐|を ご利用ください。

※参力||を Fi望 される調生の製 間前までにお申込みください。
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詢坐へお申し込みの方は,下記にお名前,住所等をこ記入の上, FAXにてお申し込みください。
※頂いた情幸日ま,当会からのイベント等のお知らせ以外には使用しません。

参加希望講座 (以下の口にチェックマークを記入してください)

□全回に参加 □第 1回(11/10 □第2回(11/191 □第3回(1鯰0 □第4回(12/3)□第5回 (1ン10

「tJ型 コロナウイルス感染llri大 防 卜のためJ

● マスクを若けていない方 l・l去 2週間以内に発熱 咳 口H虫 1,の 庁状のある方等の参力をおHiり しております .

● |よ染・I11対策の関係で 収容人数に1ヒ して中込
「
/が

多い場合 参力Πをお lllり することがあります.

● 今後感染1■ 人の状況によっては講川
`が

中 卜となることがあります,その場合 広島弁護士会のII Pに て中 1の 案
内をいたしますので ご注意ください.

【FAX申込み用llEII F A X:082… 228-0418ま で

フリガナ

お名前 電話番号

ご住つ〒


